
誓  約  書 
 

 

○西条総合運動場では，硬式野球を行いません。 

○準硬式野球については，練習のみ，試合，練習試合は，行いません。 

○バッティング練習を行う場合は，周辺民家へボールを飛ばさないよう， 

バッティングゲージを必ず使用します。 

○ボールが周辺民家に飛び込んだ場合，代表者（責任者）は直ちに当該 

民家へ行き，謝りの言葉を述べるとともにボールを回収します。 

留守の場合は，メモ等を分かりやすい場所に残し，後日連絡します。 

なお，器物等の損壊があった場合は，当該使用団体において賠償し， 

損害状況を学生生活支援グループ（学生プラザ３階）へ報告します。 

○野球場外でのキャッチボールは，しません。 

○練習前後の更衣は，野球場ダッグアウト内等で行います。 

○野球場周辺での用便はしません。 

○野球場周辺駐車場への車の乗り入れは徐行運転を行い，砂塵等を巻き 

上げないように走行します。 

○野球場使用終了後，ゴミは各自持ち帰ります。 

 

   

 

以上の諸注意を守り西条総合運動場・野球場を使用することを誓約いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

広島大学教育室 

学生生活支援グループリーダー殿 

 

 

       団 体 名 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 遵守できない場合は，次回からの使用を許可いたしません。 

 

 

      西条総合運動場管理事務所 TEL：０８２－４２３－２９３４ 

         西条共同研修センター事務室 TEL：０８２－４２３－８４３６ 

広島大学教育室学生生活支援グループ TEL：０８２－４２４－６１４１ 

 

 

野球場整備注意事項 
 

１．マウンド・ホーム付近の整備（穴があいている場合） 

① 周りの砂と適量の水を穴の中でこねたあと踏み固める。これを２，３回繰り返し、平にする。 

② マウンド及びホームベースを中心に円を描くようにブラシで整備する。 

 

２．その他の整備 

① 内野手がよく使用する部分（ダイヤモンド内） → 木のトンボを使用し整備する。 

② 内野手の定位置より後と芝生の切れ目までの間 → 忘れずブラシで整備すること。 

③ 試合後、ベース付近でよく土がえぐれている  → ベースの後ろ側の土を使用し埋める。 

試合後、ランナーのあとなどファウルゾーンも荒れる → 忘れず整備すること。 

④  夏場 → 各団体がこまめに水をまくこと。 

 


